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六ヶ所再処理施設における
有毒ガス防護に関連する基準に
対する適合性の確認について

【公開版】
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については商業機密の観点から公開できません。















再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則 適合のための設計⽅針

（緊急時対策所）
第二十六条 （略）
２ 緊急時対策所及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍には，有毒ガスが発生し
た場合に適切な措置をとるため，工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置
及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に緊急時対策所において自動的に警報す
るための装置その他の適切に防護するための設備を設けなければならない。

想定される有毒ガスの発生時において，有毒ガスが必要な指示を行う要員に
及ぼす影響により当該要員の対処能力が著しく低下しないよう，当該要員が
緊急時対策所内にとどまり，事故対策に必要な指示を行うことができる設計と
することで，安全機能を有する施設の安全機能が損なわれることがない設計と
する。そのために，事業指定基準規則第九条及び第十二条に係る設計方
針を踏まえて，敷地内外の固定源及び可動源それぞれに対して，有毒ガス
防護に係る影響評価を実施する。
敷地内外の固定源に対しては，当該要員の吸気中の有毒ガス濃度が，有
毒ガス防護のための判断基準値を下回ることを評価により確認した。したがって，
有毒ガスの発生を検出するための装置や自動的に警報するための装置を設
置する必要はない。なお，万一に備え，敷地内外の可動源に対する対策と
同様の対策をとる。
敷地内外の可動源に対しては，「1.7.16.2 再処理施設における化学薬品
取扱いの基本方針」に示した化学薬品の安全管理に係る手順に基づき，漏
えい又は異臭等の異常を確認した者（立会人，公的機関から情報を入手し
た者等）から連絡を受け有毒ガスの発生を認知した中央制御室の運転員
（統括当直長）が，緊急時対策所の設計基準事故及び重大事故等の対
処に必要な指示を行う要員（非常時対策組織本部の本部長）に連絡する
ことで，緊急時対策所の設計基準事故及び重大事故等の対処に必要な指
示を行う要員が有毒ガスの発生を認知できるよう，通信連絡設備を設ける設
計とする。また，換気設備の隔離，防護具の着用等の対策により，有毒ガ
スから緊急時対策所の設計基準事故及び重大事故等の対処に必要な指示
を行う要員を防護できる設計とする。

再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則の解釈

第26条 （緊急時対策所）
１ 第２項に規定する「有毒ガスの発生源」とは，有毒ガスの発生時において，指示要

員の対処能力が損なわれる恐れがあるものをいう。「有毒ガスが発生した場合」とは，緊
急時対策所の指示要員の吸気中の有毒ガスの濃度が有毒ガス防護のための判断基準
値を超えるおそれがあり，有毒ガスが緊急時対策所の指示要員に及ぼす影響により，
指示要員の対処能力が著しく低下し，安全施設の安全機能が損なわれるおそれがある
ことをいう。「工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が
有毒ガスの発生を検出した場合に緊急時対策所において自動的に警報するための装
置」については「有毒ガスの発生を検出し警報するための装置に関する要求事項（別記
４）」によること。

 事業指定基準規則第⼆⼗六条及び同規則解釈第26条に対する適合のための設計⽅針
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４．申請書への反映内容の整理（適合性の確認）
（１）追加要求事項に対する適合性（第26条）

＜関連する整理資料＞
第26条 整理資料 本⽂１．３



使⽤済燃料の再処理の事業に係る再処理事業者の重⼤事故の発⽣及び拡⼤の
防⽌に必要な措置を実施するために必要な技術的能⼒に係る審査基準 適合のための設計⽅針

Ⅲ 要求事項の解釈
１．重大事故等対策における要求事項の解釈
１．０ 共通事項
（１）～（３） （略）
（４）手順書の整備，訓練の実施及び体制の整備
【要求事項】 （略）
【解釈】
１ 手順書の整備は，以下によること。
ａ）～ｆ） （略）

ｇ）有毒ガス発生時の制御室の運転員，緊急時対策所において重大事故等に対
処するために必要な要員及び重大事故等対処上特に重要な操作（常設設備と
接続する屋外に設けられた可搬型重大事故等対処設備（再処理施設の外から
水又は電力を供給するものに限る。）の接続をいう。）を行う要員（以下「運転・
対処要員」という。）の防護に関し，次の①から③に掲げる措置を講じることが定め
られていること。

① 運転・対処要員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値
以下とするための手順と体制を整備すること。

② 予期せぬ有毒ガスの発生に対応するため，制御室の運転員及び緊急時対策所
における重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員のうち初動対応を行
う者に対する防護具の配備，着用等運用面の対策を行うこと。

③ 事業指定基準規則第47条等に規定する通信連絡設備により，有毒ガスの発
生を制御室の運転員から，当該運転員以外の運転・対処要員に知らせること。

重大事故等への対処が開始されている状態で，有毒ガスの発生時（予期せぬ
有毒ガスの発生時を含む。）に，重大事故等対処に必要な指示及び操作を行
うことができるよう，非常時対策組織要員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防
護のための判断基準値以下とするための体制及び手順書を整備する。具体的に
は，化学物質の漏えい又は異臭等の異常を確認した者（立会人，公的機関か
ら情報を入手した者等）から連絡を受け有毒ガスの発生を認知した実施責任者
（統括当直長）が非常時対策組織要員に連絡することで，当該要員が有毒ガ
スの発生を認知できるようにするための手順書を整備する。また，制御室及び緊
急時対策所の非常時対策組織要員に対しては，換気設備の隔離並びに有毒
ガスの種類及び濃度に応じた防護具の着用を行うことにより，重大事故等対処に
必要な指示及び操作を行うことができるようにするための手順書を整備する。屋外
及び屋内で重大事故等対処を行う実施組織要員に対しては，有毒ガスの影響
の少ないアクセスルートを選択し，有毒ガスの種類及び濃度に応じた防護具を着
用することにより，重大事故等対処に必要な操作を行うことができるようにするため
の手順書を整備する。その際，防護具の配備，補給等支援についても実施する。

 技術的能⼒審査基準の追加要求事項に対する適合のための設計⽅針
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４．申請書への反映内容の整理（適合性の確認）
（１）追加要求事項に対する適合性（技術的能⼒1.0）

＜関連する整理資料＞
技術的能⼒ 整理資料 本⽂1.0.1.4(3)(g)



４．申請書への反映内容の整理（適合性の確認）
（２）事業変更許可申請書への反映（第９条）

関係
条⽂ 既許可に反映している有毒ガス防護の内容 有毒ガス防護として担保すべき事項 事業変更許可申請書への反映内容

第
９
条

【有毒ガスの発生源︓添付書類六1.7.9.5抜粋】
(1)有毒ガス
有毒ガスの漏えいについては，固定施設（六ヶ所ウラン濃縮
工場）と可動施設（陸上輸送，海上輸送）からの流出が
考えられる。
(3)再処理事業所内における化学物質の漏えい
再処理事業所内にて運搬及び貯蔵又は使用される化学物
質としては，試薬建屋の機器に内包される化学薬品，各建
屋の機器に内包される化学薬品並びに試薬建屋への受入れ
の際に運搬される化学物質がある。

再処理施設外に存在する有毒ガスの発生
源を網羅的かつ体系的に抽出した上で，予
想される最も過酷と考えられる条件を考慮し，
有毒ガスの発生源を抽出すること。

再処理事業所内及びその周辺に存在する固定施設及び可動施設を
踏まえた上で，その設計や再処理施設との位置関係，有毒ガスの特
性から，予想される最も過酷と考えられる条件を考慮した有毒ガスの発
生源を記載している。このため，設計方針に変更はないが，網羅的か
つ体系的に抽出した上で抽出したことが明確ではないことから，記載を
明確化する。
【反映箇所︓本文四. A. ロ.(7)(i)(a)及び添付書類六1.7.9.5】

【有毒ガス防護対象者︓添付書類1.7.9.5抜粋】
(1)有毒ガス
六ヶ所ウラン濃縮工場から漏えいする有毒ガスについては，
再処理施設の安全機能に直接影響を及ぼすことは考えられ
ないため，再処理施設の運転員に対する影響を想定する。
(3)再処理事業所内における化学物質の漏えい
運転員への影響を防止することで再処理施設の安全機能を
損なわない設計とする。

中央制御室の運転員，使用済燃料の受
入れ施設及び貯蔵施設の運転員，設計基
準事故及び重大事故等の対処に必要な指
示を行う要員及び敷地内の作業員を有毒
ガス防護対象者としていること。

有毒ガスの対応として，再処理事業所内の複数の箇所で対応が必要
になる再処理施設の特徴を考慮し，制御室のみならず，緊急時対策
所，作業員等を防護対象として担保する必要がある。このため，設計
方針に変更はないが，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の運
転員，設計基準事故及び重大事故等の対処に必要な指示を行う要
員及び敷地内の作業員を有毒ガス防護対象者としていることが明確で
はないことから，記載を明確化する。
【反映箇所︓添付書類六1.7.9.5及び1.7.9.6】

【有毒ガス防護措置︓添付書類六1.7.9.5抜粋】
制御建屋中央制御室換気設備は，外気の連絡を遮断し制
御建屋の中央制御室内空気の再循環運転を行うことができ
る設計とする。
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室について
は，必要に応じて外気との連絡口を遮断し，運転員への影
響を防止することで再処理施設の安全機能を損なわない設
計とする。

想定される有毒ガスに対し，制御室の換気
設備により外気の連絡を遮断又は中央制
御室の再循環運転を行うこと，防護具を着
用すること等により防護できる設計とすること。
また，敷地内の作業員を防護に必要な資
機材を配備すること。
緊急時対策建屋の外気との連絡口を遮断
し，緊急時対策建屋内空気の再循環運転
を行うこと，防護具を着用すること。

中央制御室, 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に対
し, 有毒ガス防護措置を明記しているが，有毒ガスの対応として，緊
急時対策所，作業員等を防護対象として担保する必要がある。このた
め，設計方針に変更はないが，緊急時対策所，作業員等に対する
有毒ガス防護措置が明確ではないことから，記載を明確化する。
【反映箇所︓添付書類六1.7.9.5及び1.7.9.6】

＜関連する整理資料＞
第９条 整理資料 補⾜説明資料5-10
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４．申請書への反映内容の整理（適合性の確認）
（２）事業変更許可申請書への反映（第12条）
関係
条⽂ 既許可に反映している有毒ガス防護の内容 有毒ガス防護として担保すべき事項 事業変更許可申請書への反映内容

第
12
条

【有毒ガスの発生源︓添付書類六1.7.16.3.2抜粋】
設計図書（施工図面等）及び必要に応じ現場確認等によ
り再処理事業所内に存在する全ての化学薬品及び化学薬
品防護対象設備の構成部材を網羅的に抽出し，その中から
構成部材の腐食試験等を踏まえ，短時間で安全機能を損
なうおそれのある化学薬品を設定する。

再処理施設内に存在する化学薬品を網羅
的かつ体系的に抽出した上で，再処理施
設の安全機能に影響を与える化学薬品
（有毒ガス防護対象者への影響を考慮すべ
き有毒ガスを含む）を抽出すること。

化学薬品を網羅的かつ体系的に抽出することが読み取れる。このため，
設計方針に変更はないが，人体への悪影響を考慮して有毒ガスの発
生源の抽出していることが分かるよう，記載を明確化する。
【反映箇所︓本文四. A. ロ.(7)(i)(d)，本文四. A. リ.(4)(ⅵ) 及
び添付書類六1.7.16.1～3】

【有毒ガス防護対象者︓添付書類六1.7.16.2抜粋】
また，化学薬品の漏えいに備えた運転員の安全確保に係る
対応として，作業リスクに応じた保護具の装着や漏えい発生
時の作業員の対応を定め，必要な資機材の配備，対応に
係る教育訓練等を実施している。

安全機能を有する施設の安全機能を損なわ
ないために，有毒ガス対応として，再処理
事業所内の複数の箇所で対応が必要にな
る再処理施設の特徴を考慮し，制御室の
運転員，敷地内の作業員等を防護対象と
して担保する必要がある。
このため，中央制御室の運転員，使用済
燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室
の運転員，敷地内の作業員及び設計基準
事故及び重大事故等の対処に必要な指示
を行う要員を有毒ガス防護対象者としている
こと。

安全機能を有する施設の安全機能を確保するために，有毒ガスの対
応として，再処理事業所内の複数の箇所で対応が必要になる再処理
施設の特徴を考慮し，制御室のみならず，緊急時対策所，作業員
等を防護対象として担保する必要がある。このため，設計方針に変更
はないが，設計基準事故及び重大事故等の対処に必要な指示を行う
要員及び敷地内の作業員を有毒ガス防護対象者としていることが明確
ではないことから，記載を明確化する。
【反映箇所︓添付書類六1.7.16.1】

【有毒ガス防護措置︓添付書類六1.7.16.2抜粋】
化学薬品の漏えいに備えた運転員の安全確保に係る対応と
して，作業リスクに応じた保護具の装着や漏えい発生時の作
業員の対応を定め，必要な資機材の配備，対応に係る教
育訓練等を実施している。

化学薬品の漏えい時に再処理施設の安全
性を確保するための対応（有毒ガスの終息
活動を含む）を行う現場作業員に対し，化
学薬品から防護するための必要な手順の整
備，資機材の配備を行うこと。
また，中央制御室並びに使用済燃料の受
入れ施設及び貯蔵施設の制御室の外気と
の連絡口を遮断又は中央制御室内空気の
再循環運転を行うこと，防護具を着用する
こと。
緊急時対策建屋の外気との連絡口を遮断
し，緊急時対策建屋内空気の再循環運転
を行うこと，防護具を着用すること。
また，再処理施設内の化学薬品の安全管
理に係る手順を定めること。

安全機能を有する施設の安全機能を確保するための対応として考慮し
ていたものであるため，設計方針に変更はないが，有毒ガス防護対象
者に対する防護措置と化学薬品の安全管理に係る手順を定めることが
明確ではないことから，記載を明確化する。
【 反 映 箇 所 ︓ 本 文 四 . A. ロ .(7)(i)(d) 及 び 添 付 書 類 六
1.7.16.1,2】

＜関連する整理資料＞
第12条 整理資料 補⾜説明資料11-4
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関係
条⽂ 既許可に反映している有毒ガス防護の内容 有毒ガス防護として担保すべき事項 事業変更許可申請書への反映内容

第
20
条

【有毒ガスの発生源】
記載なし。運転員の対処能力が著しく低下し，安全機能を有
する施設の安全機能が損なわれることがない設計とするため，
敷地内外の固定源及び可動源それぞれに対して，有毒ガス
影響評価を実施する設計とすることが明記されていない。

運転員の対処能力が損なわれるおそれがある
化学物質から発生する有毒ガスについて，第
９条及び第12条に基づき抽出した有毒ガス
の発生源を想定すること。

制御室について，第９条及び第12条に基づき抽出した有毒ガスの発生
源に対し，有毒ガス影響評価を実施することを記載することにより, 担保
すべき事項を満足する。
【反映箇所︓四.ロ.(7)(ⅰ)(ｌ)，添付書類六1.9.20，6.1.4.4.1
及び6.1.4.4.2】

【有毒ガスの検知手段（検出装置及び警報装置）】
記載なし。

有毒ガスの発生源となる敷地内外の固定源
からの有毒ガスの発生及び制御室への到達
を検知するための検出装置及び警報装置を
設置すること。

有毒ガス影響評価により，敷地内外の固定源については，運転員の吸
気中の有毒ガス濃度の評価結果が有毒ガス防護に係る影響評価の判
断基準値を下回ることを評価により確認したが，その内容が記載されて
いないため，明確となるよう，記載する。
【反映箇所︓四.ヘ. (４) (ⅰ)，添付書類六1.9.20，6.1.4.4.1及
び6.1.4.4.2】

【有毒ガスの検知手段（通信連絡設備）︓添付書類六
6.1.4.2(9)抜粋】
中央制御室は，再処理事業所内の運転員その他の従事者
に対して操作，作業又は退避の指示の連絡ができる設計とす
るとともに，緊急時対策所及び再処理施設外の必要箇所と
の通信連絡ができる設計とする。

再処理施設における異常事象（有毒ガスを
含む）発生時に，再処理事業所内外の必
要な場所との通信連絡を行うための通信連
絡設備を設置すること。

既許可の記載は，有毒ガスを含む異常事象が制御室及び再処理事業
所内の各所で認知できる設計とすることを包絡しているが，有毒ガスの
発生を認知するために当該通信連絡設備を用いることが明確となるよう，
記載する。
【反映箇所︓四.ヘ. (４) (ⅰ)，添付書類六1.9.20，6.1.4.4.1及
び6.1.4.4.2】

【有毒ガス防護措置（換気設備）︓添付書類六
6.1.4.2(8)抜粋】
制御室換気設備は，気体状の放射性物質及び火災又は爆
発により発生する有毒ガスに対して運転員その他の従事者を
適切に防護するために，外気を遮断して換気系統の再循環
運転が可能な設計とする。

有毒ガスの発生時に，制御室の換気設備に
より外気の連絡を遮断し再循環運転できる
設計とすること。

外部火災の二次的影響により発生する有毒ガスに加え，敷地内外の
固定源及び可動源に保管されている有毒化学物質から発生する有毒ガ
スに対しても対応する設備であることが明確となるよう，記載する。
【反映箇所︓四.ロ.(7)(ⅰ)(ｌ)，四.ヘ. (４) (ⅰ)及び添付書類六
6.1.5.4】

【有毒ガス防護措置（防護具）︓添付書類六1.9.20抜
粋】
通常運転時及び設計基準事故時の放射線防護及び化学薬
品防護に必要な，防護衣，呼吸器及び防護マスクを含む防
護具類，サーベイメータを備える設計とする。

・通常運転時及び設計基準事故時の化学
薬品防護及び有毒ガス防護措置に必要な
防護具を備えること。

外部火災の二次的影響により発生する有毒ガスに加え，敷地内外の
固定源及び可動源に保管されている有毒化学物質から発生する有毒ガ
スに対しても対応する設備であることが明確となるよう，記載する。
【反映箇所︓四.ロ.(7)(ⅰ)(ｌ)及び四.ヘ. (４) (ⅰ)，添付書類六
1.9.20，6.1.4.4.1及び6.1.4.4.2】

４．申請書への反映内容の整理（適合性の確認）
（２）事業変更許可申請書への反映（第20条）

＜関連する整理資料＞
第20条 整理資料 補⾜説明資料2-7
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関係
条⽂ 既許可に反映している有毒ガス防護の内容 有毒ガス防護として担保すべき事項 事業変更許可申請書への反映内容

第
26
条

【有毒ガスの発生源】
記載なし。ただし，有毒ガスについては，起因事象（内部
火災，内部溢水，地震等）と同時にもたらされる環境条件
として考慮している。

緊急時対策所の指示要員の対処能力が損
なわれるおそれがある化学物質から発生する
有毒ガスについて，第９条及び第12条に基
づき抽出した有毒ガスの発生源を想定するこ
と。

緊急時対策所について，第９条及び第12条に基づき抽出した有毒ガ
スの発生源に対し，有毒ガス影響評価を実施することを記載することに
より, 担保すべき事項を満足する。
【反映箇所︓本文四.A.ロ.(7)(i)(r)及び添付書類六9.16.1.4(1)】

【有毒ガスの検知手段（検出装置及び警報装置）】
記載なし。

有毒ガスの発生源となる敷地内外の固定源
からの有毒ガスの発生及び緊急時対策所へ
の到達を検知するための検出装置及び警報
装置を設置すること。

有毒ガス影響評価により，敷地内外の固定源については，指示要員
の吸気中の有毒ガス濃度の評価結果が有毒ガス防護に係る影響評価
の判断基準値を下回ることを評価により確認したが，その内容が記載さ
れていないため，明確となるよう，記載する。
【反映箇所︓本文四、A.リ.(4)(ⅸ)及び添付書類六9.16.1.4(1)】

【有毒ガスの検知手段（通信連絡設備）: 添付書類六
9.16.1.2(4)抜粋】
緊急時対策所は，再処理施設の内外の必要な場所との通
信連絡を行うため，統合原子力防災ネットワークIP電話，
統合原子力防災ネットワークIP-FAX，統合原子力防災ネッ
トワークTV会議システム，データ伝送設備，一般加入電話，
一般携帯電話，衛星携帯電話，ファクシミリ，ページング装
置及び専用回線電話を設置又は配備する。

再処理施設における異常事象（有毒ガスを
含む）発生時に，再処理事業所内外の必
要な場所との通信連絡を行うための通信連
絡設備を設置すること。

既許可の記載は，有毒ガスを含む異常事象が緊急時対策所で認知
できる設計とすることを包絡している。このため，設計方針に変更はない
が,有毒ガスの発生を認知するために当該通信連絡設備を用いることが
明確となるよう，記載を明確化する。
【反映箇所︓本文四、A.リ.(4)(ⅸ)及び添付書類六9.16.1.4(1)】

【有毒ガス防護措置（換気設備）︓四、A.ロ.(7)(i)(r)抜
粋】
緊急時対策所は，設計基準事故及び重大事故等を考慮
した設計とする。
再処理施設には，設計基準事故が発生した場合に，適切
な措置をとるため，緊急時対策所を制御室以外の場所に設
ける設計とする。

有毒ガスの発生時に，緊急時対策所の換
気設備により外気の連絡を遮断する等の設
計とすること。

既許可の記載は，「換気設備により外気の連絡を遮断し再循環運転
する」ことを考慮した設計を包絡しているが，担保すべき事項を明確に
示すため，緊急時対策所の指示要員の対処能力が損なわれるおそれ
がある有毒ガスに対し有毒ガス防護措置をとるよう，有毒ガスに対し，
換気設備により外気の連絡を遮断し再循環運転できる設計とすることを
記載する。
【反映箇所︓本文四.A.リ.(4)(ⅸ)及び添付書類六9.16.1.4(1)及
び9.16.1.2(6)】

【有毒ガス防護措置（防護具）:四、A.ロ.(7)(i)(r)抜粋】
緊急時対策所は，設計基準事故及び重大事故等を考慮
した設計とする。
再処理施設には，設計基準事故が発生した場合に，適切
な措置をとるため，緊急時対策所を制御室以外の場所に設
ける設計とする。

設計基準事故時の有毒ガス防護に必要な
防護具を備えること。

既許可の記載は，「防護具を備える」ことを包絡しているが,担保すべき
事項を明確に示すため，有毒ガスに対し，緊急時対策所の指示要員
の対処能力が損なわれるおそれがある有毒ガスに対し有毒ガス防護措
置をとるよう，有毒ガスに対し，防護具の配備を含む「適切に防護する
ための措置に必要な設備を設ける設計」とすることを記載する。
【反映箇所︓本文四.A.リ.(4)(ⅸ)及び添付書類六9.16.1.4(1)及
び9.16.1.2(6)】

４．申請書への反映内容の整理（適合性の確認）
（２）事業変更許可申請書への反映（第26条）

＜関連する整理資料＞
第26条 整理資料 補⾜説明資料2-4
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関係
条⽂ 既許可に反映している有毒ガス防護の内容 有毒ガス防護として担保すべき事項 事業変更許可申請書への反映内容

第
27
条

【有毒ガスの検知手段（通信連絡設備）: 四、A.リ.(4)(ⅹ)抜
粋】
通信連絡設備は，警報装置，所内通信連絡設備，所内データ
伝送設備，所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備から構
成する。
再処理事業所には，設計基準事故が発生した場合において，制
御室等から再処理事業所内の各所の者への必要な操作，作業
又は退避の指示等の連絡をブザー鳴動等により行うことができる装
置及び音声等により行うことができる所内通信連絡設備として，
ページング装置（警報装置を含む。），所内携帯電話，専用回
線電話，一般加入電話及びファクシミリを設ける設計とする。
（略）
再処理事業所には，設計基準事故が発生した場合において，国，
地方公共団体，その他関係機関等の必要箇所へ事故に係る通
信連絡を音声等により行うことができる所外通信連絡設備として，
統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネット
ワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議シス
テム，一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話及びファク
シミリを設ける設計とする。

【有毒ガスの検知手段（通信連絡設備）: 添付書類六
9.17.1.4 (1)抜粋】
設計基準事故が発生した場合において，再処理事業所内の各所
の者への必要な操作，作業又は退避の指示等の連絡をブザー鳴
動等により行うことができる装置及び音声等により行うことができる設
備として，ページング装置，所内携帯電話，専用回線電話，一
般加入電話及びファクシミリを新たに設置する。

【 有 毒 ガ ス の 検 知 手 段 （ 通 信 連 絡 設 備 ） : 添 付 書 類 六
9.17.1.4 (3)抜粋】
設計基準事故が発生した場合において，再処理事業所外の国，
地方公共団体，その他関係機関等の必要箇所へ事故の発生等
に係る連絡を音声等により行うことができる設備として，統合原子
力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ
－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム，一
般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話及びファクシミリを
新たに設置する。

設計基準事故が発生した場合（有毒
ガスが発生するおそれがある場合及び
発生した場合を含む）において再処理
施設内外の必要な場所との通信連絡
が可能な通信連絡設備を設けること。
有毒ガスが発生した場合に通信連絡
設備を使用し，有毒ガスの発生源を
検知すること。

有毒ガスの発生のおそれがある場合又は有毒ガスの発生時に，発見者
が中央制御室の統括当直長へ連絡する際及び統括当直長から関係
各所へ連絡する際に，通信連絡設備を使用することについて，記載を
明確化する。
【反映箇所︓本文四、A.リ.(4)(ⅹ)，添付書類六9.17.1.4 (1)及
び9.17.1.4 (1)】

４．申請書への反映内容の整理（適合性の確認）
（２）事業変更許可申請書への反映（第27条）

＜関連する整理資料＞
第27条 整理資料 補⾜説明資料2-16
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関係
条⽂ 既許可に反映している有毒ガス防護の内容 有毒ガス防護として担保すべき事項 事業変更許可申請書への反映内容

第
28
条

【有毒ガスの発生源︓添付書類八6.1.1抜粋】
6.1.1 重大事故の発生を仮定する際の条件の考え方
(１) 外的事象
選定の結果，重大事故の起因となる安全上重要な施設の
機能喪失の要因となる可能性がある自然現象は，地震，
森林火災，草原火災，干ばつ，火山の影響，積雪及び
湖若しくは川の水位降下である。

ⅵ．外力の影響による機能喪失後の施設状況
基準地震動の1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持で
きる設計により維持する機能に該当しない静的な機能の喪失
により，溢水，化学薬品漏えいが発生することに加え，基準
地震動の1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設
計により維持する機能に該当しない静的な機能は，継続し
て長時間機能喪失を想定する。

重大事故等の起因事象を踏まえ，重大事
故等に対処する場合の作業環境として，有
毒ガス及び火山による降下火砕物の発生に
ついても考慮し，その際に考慮すべき発生源
を特定すること。

重大事故等への対処において，地震を起因とする化学薬品漏えいを
想定するとともに，火山による降下火砕物の発生についても想定するこ
ととしている。さらに，重大事故等対処時に想定する具体的な有毒ガス
の発生源は第９条（その他外部衝撃）での整理を踏まえて，技術的
能力1.0において記載することから，本条文で担保すべき事項ではない。
そのため，反映事項はない。

なお，有毒ガス防護対象者，有毒ガス検知手段及び防護措置につい
ても技術的能力1.0において記載しているため，本条文で担保すべき
事項はない。

４．申請書への反映内容の整理（適合性の確認）
（２）事業変更許可申請書への反映（第28条）

＜関連する整理資料＞
第28条 整理資料 補⾜説明資料3-31
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関係
条⽂ 既許可に反映している有毒ガス防護の内容 有毒ガス防護として担保すべき事項 事業変更許可申請書への反映内容

第
33
条

【有毒ガスの発生源︓添付書類六1.7.18(3)a.抜粋】
重大事故等時の環境条件については，重大事故等における温度，圧力，湿度，
放射線，荷重に加えて，重大事故による環境の変化を考慮した環境圧力，環境湿
度による影響，重大事故等時に汽水を供給する系統への影響，自然現象による影
響，人為事象の影響及び周辺機器等からの影響を考慮する。（略）
周辺機器等からの影響としては，地震，火災，溢水，化学薬品漏えいによる波及
的影響及び内部発生飛散物を考慮する。（略）

(ｄ) 自然現象等による条件
（略）
• 有毒ガスについては，再処理施設周辺の固定施設で発生する可能性のある有毒

ガスとしては，六ヶ所ウラン濃縮工場から漏えいする六ふっ化ウランが加水分解して
発生するふっ化ウラニル及びふっ化水素を考慮するが，重大事故等対処設備が有
毒ガスにより影響を受けることはない。

• 化学物質の漏えいについては，再処理事業所内で運搬する硝酸及び液体二酸
化窒素の屋外での運搬又は受入れ時の漏えいを考慮するが，重大事故等対処
設備が化学物質により影響を受けることはないが，屋外の重大事故等対処設備
は保管に際して漏えいに対する高さを考慮する。

重大事故等時の作業環境として有毒ガ
スを考慮すること。

既許可において有毒ガスの発生源を適切に反映し
ており，補足説明すべき事項はないことから，反
映事項はない。

【有毒ガス防護措置︓添付書類六1.7.18(4)a.(d)抜粋】
アクセスルートは，環境条件として考慮した事象を含めて自然現象，人為事象，溢
水，化学薬品の漏えい及び火災を考慮しても，運搬，移動に支障をきたすことのな
いよう，迂回路も考慮して複数確保する。（略）
屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象のうち凍結及び積雪に対して，道路に
ついては融雪剤を配備し，車両についてはタイヤチェーン等を装着することにより通行性
を確保できる設計とする。敷地内における化学物質の漏えいに対しては，必要に応じ
て薬品防護具の着用により通行する。なお，融雪剤の配備等については，「添付書
類八 5.1.1(２) アクセスルートの確保」に示す。（略）
屋内のアクセスルートは，自然現象及び人為事象として選定する風（台風），竜巻，
凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災，塩
害，航空機落下，爆発，敷地内における化学物質の漏えい，近隣工場等の火災，
有毒ガス及び電磁的障害に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建
屋等内に確保する設計とする。
屋内のアクセスルートにおいては，機器からの溢水及び化学薬品漏えいに対してアクセ
スルートでの非常時対策組織要員の安全を考慮した防護具を着用する。また，地震
時に通行が阻害されないように，アクセスルート上の資機材の落下防止，転倒防止
及び固縛の措置並びに火災の発生防止対策を実施する。万一通行が阻害される場
合は迂回する又は乗り越える。（略）

屋外及び屋内のアクセスルートに対し，
迂回路も考慮した複数のアクセスルート
を確保するとともに，作業環境に応じた
防護具を配備すること。

既許可において有毒ガス防護措置を適切に反映
しており，補足説明すべき事項はないことから，反
映事項はない。
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４．申請書への反映内容の整理（適合性の確認）
（２）事業変更許可申請書への反映（第33条）

＜関連する整理資料＞
第33条 整理資料 補⾜説明資料2-30



関係
条⽂ 既許可に反映している有毒ガス防護の内容 有毒ガス防護として担保すべき事項 事業変更許可申請書への反映内容

第
44
条

【有毒ガスの発生源】
第33条に示す重大事故等が発生した場合の環境条件の内数として
有毒ガスを考慮している。

第33条に示す重大事故等が発生し
た場合の環境条件の内数として有
毒ガスを考慮すること。

第33条に示す重大事故等が発生した場合の環境条件の内数として有
毒ガスを考慮しているが，申請書上で明記していないことから，有毒ガ
スが発生した場合に対しても制御室の居住性を確保することが明確とな
るよう記載を明確化する。
【反映箇所︓四.ロ.(7)(ⅰ)(ｌ)，添付書類六6.2.5.4.1及び
6.2.5.4.2】

【有毒ガスの検知手段（濃度計）︓添付書類六6.2.5.1抜粋】
制御室の居住性を確保するため，制御室遮蔽設備並びに制御室
換気設備の制御建屋中央制御室換気設備及び使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋制御室換気設備を常設重大事故等対処設備として
位置付けるとともに，制御室換気設備の代替制御建屋中央制御室
換気設備，代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備，
制御室照明設備，制御室環境測定設備及び制御室放射線計測
設備を可搬型重大事故等対処設備として配備する。

必要な期間にわたり安全にとどまるこ
とができることを確認するための可搬
型酸素濃度計，可搬型二酸化炭
素濃度計，可搬型窒素酸化物濃
度計を配備すること。

有毒ガスを検知できる設備として，制御室環境測定設備（可搬型酸
素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度
計）を配備することが明確であり，設計方針に変更はないことから, 反
映事項はない。

【有毒ガスの検知手段（通信連絡設備）】
再処理事業所には，重大事故等が発生した場合において再処理事
業所の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うため
に必要な設備として，通信連絡設備及び代替通信連絡設備を設け
る。

重大事故等対処時に有毒ガスが発
生した場合，第47条に示す通信連
絡設備を用いて，有毒ガスの発生を
認知すること。

第47条において，通信連絡設備を設置することを記載しているが，有
毒ガスの発生時に当該設備を用いることを明確にするため，実施組織
要員が有毒ガスの発生を認知できるよう，通信連絡設備及び代替通
信連絡設備を設ける設計とすることを明確にする。
【反映箇所︓四.ヘ. (４) (ⅰ)，添付書類六6.2.5.4.1及び
6.2.5.4.2】

【有毒ガス防護措置（換気設備）︓添付書類六6.2.5.1抜粋】
制御室の居住性を確保するため，制御室遮蔽設備並びに制御室
換気設備の制御建屋中央制御室換気設備及び使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋制御室換気設備を常設重大事故等対処設備として
位置付けるとともに，制御室換気設備の代替制御建屋中央制御室
換気設備，代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備，
制御室照明設備，制御室環境測定設備及び制御室放射線計測
設備を可搬型重大事故等対処設備として配備する。

有毒ガスが発生した場合でも実施組
織要員がとどまるために必要な居住
性を確保するための設備として，換
気設備を設置すること。

有毒ガスが発生した場合でも実施組織要員がとどまるために必要な居
住性を確保するための設備として，換気設備を設置することを記載して
いるが，有毒ガスの発生時に当該設備を用いることを明確にするため，
換気設備の隔離により実施組織要員を防護できる設計とすることを記
載する。
【反映箇所︓四.ロ.(7)(ⅰ)(ｌ)，添付書類六6.2.5.4.1及び
6.2.5.4.2】

【有毒ガス防護措置（防護具）︓添付書類六6.2.5.1抜粋】
各重大事故が発生した場合において, 制御室にて必要な操作及び
措置を行う実施組織要員がとどまるために必要な重大事故等対処施
設を配備又は位置付ける。

重大事故等時の有毒ガス防護に必
要な防護具を備えること。

手順の中で実施組織要員に対し防護具を配備することを記載している
が，制御室にとどまる実施組織要員に対しても有毒ガスの発生時に防
護具を用いることを明確にするため，防護具の着用により実施組織要
員を防護できる設計とすることを記載する。
【反映箇所︓四.ヘ. (４) (ⅰ)，添付書類六6.2.5.4.1及び
6.2.5.4.2】

４．申請書への反映内容の整理（適合性の確認）
（２）事業変更許可申請書への反映（第44条）

＜関連する整理資料＞
第44条 整理資料 補⾜説明資料2-13
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関係
条⽂ 既許可に反映している有毒ガス防護の内容 有毒ガス防護として担保す

べき事項 事業変更許可申請書への反映内容

第
46
条

【有毒ガスの発生源添付書類六9.16.2.1より抜粋】
緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合においても，当該重大事故
等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることができるよう，居住
性を確保するための設備として適切な遮蔽設備及び，換気設備を設ける等
の措置を講じた設計とするとともに，重大事故等に対処するために必要な情
報を把握できる設備及び再処理施設の内外の通信連絡をする必要のある
場所と通信連絡を行うために必要な設備を設置又は配備する。

第33条に示す重大事故等
が発生した場合の環境条
件の内数として有毒ガスを
考慮すること。

第33条に示す重大事故等が発生した場合の環境条件の内数として有
毒ガスを考慮しているが，申請書上で明記していないことから，有毒ガ
スが発生した場合に対しても緊急時対策所の居住性を確保することが
明確となるよう記載を明確化する。
【反映箇所︓四.ロ.(7)(ⅰ)(ｒ)，本文四.A.リ.(4)(ⅸ)及び添付書
類六9.16.2.1】

【有毒ガスの検知手段（濃度計）添付書類六9.16.2.1より抜粋】
緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合においても，当該重大事故
等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることができるよう，居住
性を確保するための設備として適切な遮蔽設備及び，換気設備を設ける等
の措置を講じた設計とする。
緊急時対策所の居住性を確保するため，緊急時対策建屋の遮蔽設備，
緊急時対策建屋換気設備，緊急時対策建屋環境測定設備，緊急時対
策建屋放射線計測設備を設置又は配備する。

必要な期間にわたり安全に
とどまることができることを確
認するための可搬型酸素
濃度計，可搬型二酸化
炭素濃度計，可搬型窒
素酸化物濃度計を配備す
ること。

有毒ガスを検知できる設備として，緊急時対策建屋環境測定設備
（可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒素
酸化物濃度計）を配備することが明確であり，設計方針に変更はない
ことから, 反映事項はない。

【有毒ガスの検知手段（通信連絡設備）添付書類六9.16.2.1より抜粋】
重大事故等に対処するために必要な情報を把握できる設備及び再処理施
設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な
設備を設置又は配備する。

重大事故等対処時に有毒
ガスが発生した場合，第
47条に示す通信連絡設備
を用いて，有毒ガスの発生
を認知すること。

有毒ガスを検知できる設備として，通信連絡設備を設置することが読
み取れるため設計方針に変更はないが，有毒ガスの発生時に当該設
備を用いることを明確となるよう，記載を明確化する。
【反映箇所︓本文四、A.リ.(4)(ⅸ)，添付書類六9.16.2.2及び
9.16.2.4】

【有毒ガス防護措置（換気設備）添付書類六9.16.2.1より抜粋】
緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合においても，当該重大事故
等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることができるよう，居住
性を確保するための設備として適切な遮蔽設備及び，換気設備を設ける等
の措置を講じた設計とする。
緊急時対策所の居住性を確保するため，緊急時対策建屋の遮蔽設備，
緊急時対策建屋換気設備，緊急時対策建屋環境測定設備，緊急時対
策建屋放射線計測設備を設置又は配備する。

有毒ガスが発生した場合で
も本部員・支援組織要員
がとどまるために必要な居住
性を確保するための設備と
して，換気設備を設置する
こと。

有毒ガスが発生した場合でも本部員・支援組織要員がとどまるために必
要な居住性を確保するための設備として，換気設備を設置することが
明確であり，設計方針に変更はないが，有毒ガスの発生時に当該設
備を用いること，第26条のとおり換気設備を設計基準対象の施設とす
るため，換気設備を設計基準対象の施設と兼用することを記載する。
【反映箇所︓本文四、A.リ.(4)(ⅸ)，添付書類六9.16.2.2及び
9.16.2.4】

【有毒ガス防護措置（防護具）添付書類六9.16.2.1より抜粋】
緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合においても，当該重大事故
等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることができるよう，居住
性を確保するための設備として適切な遮蔽設備及び，換気設備を設ける等
の措置を講じた設計とする。

重大事故等時の有毒ガス
防護に必要な防護具を備
えること。

防護具の配備を含む居住性を確保するための措置を講じることが明確
であり，設計方針に変更はないが,緊急時対策所にとどまる本部員・支
援組織要員に対しても有毒ガスの発生時に防護具を用いることを明確
にするため，記載を明確化する。
【反映箇所︓本文四、A.リ.(4)(ⅸ)，添付書類六9.16.2.2及び
9.16.2.4】

４．申請書への反映内容の整理（適合性の確認）
（２）事業変更許可申請書への反映（第46条）

＜関連する整理資料＞
第46条 整理資料 補⾜説明資料2-10
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関係
条⽂ 既許可に反映している有毒ガス防護の内容 有毒ガス防護として担保すべき事項 事業変更許可申請書への反映内容

技
術
的
能
力
1.11

【有毒ガスの検知手段（手順）︓添付書類八添付１
10.b.(a)ⅲ.(ⅱ) 抜粋】
(ⅱ)中央制御室の窒素酸化物の濃度測定
再処理施設内で火災又は爆発により窒素酸化物の発生が
予測されると実施責任者が判断してから，中央制御室内
の居住性確保の観点より，可搬型窒素酸化物濃度計によ
り窒素酸化物濃度を測定する。

１）手順着手の判断基準
再処理施設内で火災又は爆発により窒素酸化物の発生が
予測されると実施責任者が判断した場合（第10－４表）。

可搬型窒素酸化物濃度計又は通信連絡
設備を用いた有毒ガスの検知手段に係る
手順を定めること。

既存の手順により，可搬型窒素酸化物濃度計又は通信連絡設備
を用いた有毒ガスの発生を含む再処理施設の状況の把握が可能であ
る。このため，設計方針に変更はないが，通信連絡設備による有毒
ガスの認知に関しては，具体的な記載がないことから，通信連絡設
備による窒素酸化物の発生の連絡を含め，窒素酸化物の発生が予
測されると実施責任者が判断した場合に，必要な有毒ガス防護措置
をとることを明確化する。また，火災又は爆発以外に有毒化学物質に
より発生する窒素酸化物を含めた手順書とするように記載を変更する。
【反映箇所︓添付書類八添付１10.b.(a)ⅲ.(ⅱ)】

【有毒ガス防護措置（手順）︓添付書類八第５－１表
抜粋】
重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，
放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移
動時及び作業時の状況に応じて着用することとする。

【有毒ガス防護措置（手順）︓添付書類八添付１
10.b.(a)ⅲ.(ⅱ)抜粋】
また，実施責任者は，建屋対策班より，中央制御室の
窒素酸化物の濃度に関する報告を受け，窒素酸化物濃
度が0.2 ｐｐｍを上回る場合には，窒素酸化物を含んだ
外気の取入れを停止するため，建屋対策班に制御建屋中
央制御室換気設備の再循環ラインの外気遮断ダンパ及び
排気遮断ダンパの閉操作並びに還気遮断ダンパの開操作
を指示する。

制御室の換気設備又は防護具を用いた有
毒ガス防護措置に係る手順を定めること。

既存の手順により，有毒ガスの発生を検知した場合には換気設備の
隔離により制御室の実施組織要員を防護することが読み取れるため，
設計方針に変更はないことから, 反映事項はない。
また，既存の手順により，有毒ガス防護のため，必要に応じ防護具
を用いることが読み取れる。このため，設計方針に変更はないが，制
御室にとどまる実施組織要員に対しても防護具を用いることが明確で
はないことから，記載を明確化する。また，防護具（酸素呼吸器，
防毒マスク）の着装手順を制御室の実施組織要員にも適用するため，
記載を明確化する。
【反映箇所︓添付書類八添付１10.b.(a)ⅲ.(ⅱ)及び添付書類
八添付１10.b.(a)ⅶ.(ⅴ)】

４．申請書への反映内容の整理（適合性の確認）
（２）事業変更許可申請書への反映（技術的能⼒1.11）

＜関連する整理資料＞
技術的能⼒ 整理資料 補⾜説明資料1.11-12
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関係
条⽂ 既許可に反映している有毒ガス防護の内容 有毒ガス防護として担保すべき事項 事業変更許可申請書への反映内容

技
術
的
能
力
1.13

【有毒ガスの検知手段（手順）添付書類八添付１
12.b.(a)ⅲ.(ⅱ)抜粋】
(ⅱ)緊急時対策建屋換気設備の再循環モード切替手
順
重大事故等の発生に伴い建屋外への放射性物質の放出
を確認した場合，窒素酸化物の発生により緊急時対策
所の居住性に影響を及ぼすと判断した場合又は火山の影
響による降灰により緊急時対策建屋換気設備の運転に
影響を及ぼすおそれがある場合に，緊急時対策建屋換
気設備を再循環モードへ切り替える手順を整備する。
１）手順着手の判断基準
重大事故等の発生に伴い建屋外への放射性物質の放出
を確認した場合又は重大事故等に係る対処状況を踏ま
え，放射性物質が放出するおそれがあると判断した場合，
窒素酸化物の発生により緊急時対策所の居住性に影響
を及ぼすおそれがあると判断した場合又は火山の影響によ
る降灰により緊急時対策建屋換気設備の運転に影響を
及ぼすおそれがあると判断した場合。

可搬型窒素酸化物濃度計又は通信連
絡設備を用いた有毒ガスの検知手段に係
る手順を定めること。

既存の手順により，可搬型窒素酸化物濃度計又は通信連絡設備
を用いた有毒ガスの発生を含む再処理施設の状況の把握が可能で
ある。このため，設計方針に変更はないが，通信連絡設備による有
毒ガスの認知に関しては，具体的な記載がないことから，通信連絡
設備による窒素酸化物の発生の連絡を含め，窒素酸化物の発生
により緊急時対策所の居住性に影響を及ぼすおそれがあると判断し
た場合に，必要な有毒ガス防護措置をとることを明確化する。
【反映箇所︓添付書類八添付１12.b.(a)ⅲ.(ⅱ)】

【有毒ガス防護措置（手順）︓添付書類八第５－１
表抜粋】
重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え
て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行
い，移動時及び作業時の状況に応じて着用することとする。

【有毒ガス防護措置（手順）︓添付書類八添付１
12.b.(a)ⅲ.(ⅱ)抜粋】
２）操作手順
再循環モードへの切替手順の概要は以下のとおり。
再循環モードへの切替手順のタイムチャートを第12－10
図に示す。
①非常時対策組織の本部長は，手順着手の判断基準
に基づき，非常時対策組織の要員に，緊急時対策建
屋換気設備を再循環モードへの切り替えを指示する。

緊急時対策所の換気設備又は防護具を
用いた有毒ガス防護措置に係る手順を定
めること。

既存の手順により，有毒ガスの発生を検知した場合には換気設備
の隔離により緊急時対策所の本部員・支援組織要員を防護するこ
とが読み取れるため，設計方針に変更はないことから, 反映事項は
ない。
また，既存の手順により，有毒ガス防護のため，必要に応じ防護
具を用いることが読み取れる。このため，設計方針に変更はないが，
緊急時対策所にとどまる本部員・支援組織要員に対しても防護具
を用いることが明確ではないことから，記載を明確化する。
【反映箇所︓添付書類八添付１12.b.(a)ⅲ.(ⅱ)】

４．申請書への反映内容の整理（適合性の確認）
（２）事業変更許可申請書への反映（技術的能⼒1.13）

＜関連する整理資料＞
技術的能⼒ 整理資料 補⾜説明資料1.13-11
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４．申請書への反映内容の整理（適合性の確認）
（２）事業変更許可申請書への反映（技術的能⼒1.14）

関係
条⽂ 既許可に反映している有毒ガス防護の内容 有毒ガス防護として担保すべき事項 事業変更許可申請書への反映内容

技
術
的
能
力
1.14

【有毒ガスの発生源︓添付書類八添付1 13.b.(a)ⅰ.抜粋】
重大事故等が発生した場合において，所内通信連絡設備及び代
替通信連絡設備により再処理事業所内の通信連絡をする必要のあ
る場所と通信連絡を行うため，以下の手段を用いた手順を整備する。
（略）

【有毒ガスの発生源︓添付書類八添付1 13.b.(b)ⅰ.抜粋】
重大事故等が発生した場合において，所外通信連絡設備により再
処理事業所外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う
ため，以下の手段を用いた手順を整備する。

重大事故等が発生した場合の環境
条件は，第33条で規定する。

担保すべき事項はないが，重大事故等への対処において有毒ガス対
応が考慮されていることを明確にするため，「重大事故等が発生した場
合（化学物質の漏えい又は異臭等の異常を確認した場合を含む。）」
を反映する。
【反映箇所︓本文第５表1.14，添付書類八第５－１表1.14，添
付書類八添付1 13.b.(a)ⅰ.，同13.b.(b)ⅰ.】

【有毒ガスの検知手段（手順）︓本文第５表1.14，添付書類八
第５－１表1.14抜粋】
重大事故等が発生した場合において，再処理事業所の内外の通信
連絡する必要のある場所と通信連絡を行うため，通信連絡設備及
び代替通信連絡設備により通信連絡を行う手順等を整備する。

技術的能力1.0で定めた有毒ガスの
検知手段（通信連絡設備）を個
別手順で定めること。

第５表及び第５－１表において，「再処理事業所内外の通信連絡
する必要のある場所と通信連絡を行うため,通信連絡設備及び代替通
信連絡設備により通信連絡を行う手順等を整備する。」ことを定めてい
る。
技術的能力1.0で定めた有毒ガスの検知手段（通信連絡設備）が
行われる手順であるが，各通信連絡設備及び代替通信連絡設備につ
いて，「化学物質の漏えい又は異臭等の異常を確認した者（立会人，
公的機関から情報を入手した者等）が中央制御室の実施組織要員
（実施責任者）に有毒ガスの発生を連絡する場合の手段として用い
る」ため，重大事故等対処設備とすることを反映する。
【 反 映 箇 所 ︓ 添 付 書 類 八 添 付 1 13.a.(b)ⅰ.(ⅰ)2) ， 同
13.a.(b)ⅰ.(ⅱ)2)，同13.a.(b)ⅱ.(ⅰ)2)，同13.a.(b)ⅱ.(ⅱ)
2)】

＜関連する整理資料＞
技術的能⼒ 整理資料 補⾜説明資料1.14-9



関係
条⽂ 既許可に反映している有毒ガス防護の内容 有毒ガス防護として担保すべき事項 事業変更許可申請書への反映内容

技
術
的
能
力
2.

【有毒ガスの発生源︓添付書類八5.2.1.1(1)抜粋】
大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロ
リズムの発生を，緊急地震速報，外部からの情報連絡，衝撃音，
衝突音等により検知した場合は，以下の状況に応じて再処理施設
の状態把握（運転状態，火災発生の有無，建物の損壊状況
等）を行うことにより，重大事故等対策が機能せず，重大事故が進
展し，工場等外への放射性物質及び放射線の放出に至る可能性
のある事故（以下5.2では「放出事象」という。）や大規模損壊の発
生の確認を行う。

【有毒ガスの発生源︓添付書類八5.2.1.2抜粋】
技術的能力審査基準の「２．大規模な自然災害又は故意による
大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応における要求事項」の
一～三までの活動を行うための手順書として，重大事故等対策で整
備する設備を活用した手順書等に加えて，事象進展の抑制及びそ
の影響の緩和に資するための多様性を持たせた手順書等を整備する。
また，技術的能力審査基準の「１．重大事故等対策における要求
事項」における１．１項～１．９項の要求事項に基づき整備する
手順書に加えて，大規模損壊の発生を想定し，制御室の監視及
び制御機能が喪失した場合も対応できるよう現場にて再処理施設の
状態を監視する手順書，現場において直接機器を作動させるための
手順書等を整備する。（略）
また，重大事故等対策を実施する実施組織要員の安全を確保する
ため，対処においては作業環境を確認するとともに，実施責任者
（統括当直長）は必要な装備及び資機材を選定する。

大規模な自然災害又は故意による
大型航空機の衝突その他のテロリズ
ムの発生時の作業環境として有毒ガ
スを考慮すること。

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ
ムの発生時の作業環境を考慮した手順書等を整備することとしており，
有毒ガスの発生も考慮しているが，大規模損壊時の再処理施設の状
態把握として，「化学物質の漏えいの有無，有毒ガスの発生の有無」
を反映する。
【反映箇所︓添付書類八5.2.1.1】

また，「放射性物質及び放射線の放出を低減するための手順書につい
ては，技術的能力審査基準の「１．重大事故等対策における要求
事項」における１．１項～１．９項の要求事項に基づき整備する手
順書に加えて，大規模損壊の発生を想定し，制御室の監視および制
御機能が喪失した場合も対応できるよう現場にて再処理施設の状態を
監視する手順書等を整備する」ことを反映する。
【反映箇所︓添付書類八5.2.1.2(1)c.】

【有毒ガス防護措置（手順）︓添付書類八5.2.2.4抜粋】
緊急時対策所については，緊急時対策建屋換気設備を再循環
モード又は緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧によって緊急時
対策所の居住性を確保し，要員の放射線影響を低減させ，気体
状の放射性物質が通過後，活動を再開する。緊急時対策所にとど
まり活動する要員以外の要員の再処理事業所構外への一時退避に
ついては，再処理事業所から離れることで放射線影響を低減させ，
気体状の放射性物質が通過後，再処理事業所へ再参集する。

【有毒ガス防護措置（手順）︓添付書類八5.2.3(2)d.抜粋】
化学薬品が流出した場合において，事故対応を行うために着用する
防護具を配備する。

換気設備又は防護具を用いた有毒
ガス防護措置に係る手順を定めるこ
と。

大規模損壊発生時に参集する緊急時対策所は，緊急時対策建屋
換気設備を再循環モードによって緊急時対策所の居住性を確保できる
設計としているが，有毒ガスが緊急時対策所に流入するおそれがある
場合にも使用することが明確となるよう記載を追加する。
【反映箇所︓添付書類八5.2.2.4】

また，大規模損壊時の化学薬品が流出した場合の防護具を配備する
ことを定めているが，当該防護具が化学薬品による薬傷及び化学薬品
（構成部材と反応する場合を含む。）により発生する有毒ガスから防
護するものであることが明確となるよう記載を追加する。
【反映箇所︓添付書類八5.2.3(2)d.】

24

４．申請書への反映内容の整理（適合性の確認）
（２）事業変更許可申請書への反映（技術的能⼒2.）

＜関連する整理資料＞
技術的能⼒ 整理資料 補⾜説明資料2.-8
















































































































































